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新型コロナウイルス感染拡大防止のための臨時休業の延長について 

 

臨時休業における各御家庭の対応につきましては、格段の御協力をいただいておりますことに、心よ

り感謝申しあげます。 

さて、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、別紙のとおり都城市教育委員会から５月１０日（日）

まで臨時休業を延長するとの通知がありました。 

つきましては、山之口小学校としては、延長された５月７日（木）から５月１０日（日）の期間につ

いては、下記のとおり対応いたします。 

なお、感染状況によっては、臨時休業の期間や対応が変更される場合があります。その際は、安心安

全メールによる連絡を予定しています。保護者の皆様には御理解と御協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 臨時休業の延長期間 

  令和２年５月７日（木）から５月１０日（日）まで 

 

２ 学校再開期日 

  令和２年５月１１日（月） 

※ 通常どおり給食があります。なお、下校時刻等変更がある場合はメール、ホームページで連絡

いたします。 

 

３ 延長期間の対応 

(1)  家庭訪問の実施 

    ５月７日（木）の午前中（９:００～１２：００）に、児童の健康状態の確認及び６日（水）まで

の課題の回収と延長分の課題配付を目的に、全職員で分担して家庭訪問を実施します。本校に兄弟

姉妹がいらっしゃる御家庭については、各担任のうち１名が家庭訪問をさせていただきます。 

・ 玄関口でお子様の様子の確認と課題の受け渡しをさせていただきます。お子様だけの対応で

構いません。（５分程度） 

※ 祖父母宅や児童クラブ等にお子様をお預けされていて御不在であるなど、御都合の悪い御家

庭は、５月１日（金）午前１０時から午後５時まで、または、５月７日（木）午前８時か

ら午前９時までの間に学校へ電話連絡ください。なお、その場合は新しい課題をお渡ししま

すので、５／７（木）または５／８（金）の間に保護者の方が学校まで取りに来ていただ

くようお願いいたします。（57－2005） 

 

（裏面に続きます。） 



(2)  臨時休業延長中の児童預かり 

やむを得ない事情で預かりを希望される保護者の皆様は、 

５月１日（金）午前１０時から午後５時までに学校へ電話で連絡をください。（57-2005） 

なお、「やむを得ない事情」とは、下記のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 臨時休業延長中の山之口小学校施設開放（運動場） 

５月７日（木）午後２時から午後４時まで 

※ ５／７（木）の午前中は家庭訪問、５月８日（金）は学校再開に向けた準備のため開放でき

ません。 

〔利用手順〕 

① 利用希望日の当日、朝９時までに、保護者が学校に学校施設利用の連絡をする。 

・ 日時、予定人数 

②  当日、職員室で利用者の確認をする。 

     ③ 利用のため学校に来たら、まず職員室で受付と確認を行った後に、運動場の利用を始め

てもらいます。 

※ 利用する際は、通常の学校の時と同じように、自宅で検温をして、カードに記入して受付

時に提出をお願いいたします。カードがない場合は利用できませんので、必ず持たせていた

だきますようお願いいたします。   

 

(4) 課題について 

   今回、延長分の課題については、児童の学習がより充実したものとなるよう復習だけでなく、 

予習的な課題も取り入れるようにします。また、児童の発達の段階に応じて、計画的・自立的な 

学習ができるよう学習計画表を配付します。 

   ・ 学年に応じた週間計画表（めあて、学習計画、振り返り、保護者コメント等）に記入 

   ・ 教科書等を活用し、読んだり、調べたり、考えたり、書いたりする予習的な課題に挑戦 

 

４ その他 

 ◎ 本文書については、都城市教育委員会からの文書と併せて、山之口小学校ホームページに載せて

おきますので御覧ください。 

学校で預かる場合は、次の条件を設定します。御確認ください。 

１ 保護者が毎朝検温等を行い、学校に健康チェックカードを提出し、健康であることが確認

できた児童 

２ マスクを着用し、昼食を持参できる児童 

３ 原則、保護者の責任において、送迎が可能な児童 

４ 学校での在校時間は、午前８時３０分から午後３時までとします。 

５ 学校での活動は、自学自習を基本とし、授業は行いません。 

６ 学校での検温などで早退する必要が生じた場合は、迎えをお願いします。 

仕事等の関係で、どうしても保護者等が自宅等で子どもの面倒を見ることができず、 

かつ、お子様自身の状況から、一人で自宅で過ごさせることが難しい場合です。 

臨時休業の目的は、子どもたちを集団にしないことで、感染拡大を防ぐことですので、あ

まりにも多くの児童が登校する状況になりますと、その目的を達成することが難しくなりま

す。保護者の皆様には多大な御迷惑をおかけすることになりますが、趣旨を御理解いただい

て適切な判断をお願いしたいと思います。 


